
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年８月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成３０年４月１日 １３時５０分ごろ 

発生場所 北海道函館市木
き

直
なおし

漁港東南東方沖 

 木直港東防波堤灯台から真方位１１０°１.１海里付近 

 （概位 北緯４１°５３.０′ 東経１４１°０５.５′） 

事故の概要  漁船第３一
かず

丸は、僚船への係留作業中、船長が負傷した。 

事故調査の経過 平成３０年４月３日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第３一丸、０.９トン 

ＨＫ３－１１８８３３（漁船登録番号）、個人所有 

乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

負傷者 軽傷 １人（船長） 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、‘総トン数８.５トンの僚船’ 

（以下「僚船Ａ」という。）ほか３隻の僚船と共に、木直漁港東南東

方沖において、定置網の設置作業を開始した。 

船長は、風が強くなってきたので、設置作業を中止し、僚船Ａの作

業を手伝うこととし、本船を僚船Ａに接舷して移乗した。 

船長は、僚船Ａのブルワーク内側の水平方向に設置されたパイプに

本船係留用のロープ（以下「本件ロープ」という。）を結んでいたと

ころ、波により本船が動揺して本件ロープが緊張し、左手人差し指が

‘僚船Ａのブルワーク内側に垂直方向に設置された支持材’（以下

「本件支持材」という。）と本件ロープとの間に挟まれた。 

 船長は、病院に搬送され、左示指切断と診断された。 

分析 本船は、木直漁港東南東方沖において、僚船Ａへの係留作業中、船

長の左手人差し指が、本件支持材と本件ロープとの間に入ったことか

ら、波による本船の動揺で本件ロープが緊張した際、本件支持材と本

件ロープとの間に挟まれ、船長が負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、木直漁港東南東方沖において、僚船Ａへの係留

作業中、船長の左手人差し指が、本件支持材と本件ロープとの間に入

ったため、波による本船の動揺で本件ロープが緊張した際、本件支持

材と本件ロープとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられ

る。 



 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・海上で自船を他船に係留する際には、できる限りたつ
．．

を利用し、

船体の動揺による係留用ロープの緊張に注意して作業を行うこ

と。 

 


